
 

 

 
 

 
 

 

理 

由 

 
育
成
者
権
侵
害
の
多
様
化
が
進
ん
で
い
る
状
況
に
鑑
み
、
育
成
者
権
の
保
護
の
強
化
及
び
そ
の
円
滑
な
行
使
の
確
保
の
た

め
、
育
成
者
権
の
存
続
期
間
の
延
長
、
品
種
登
録
出
願
中
の
出
願
品
種
の
種
苗
等
の
輸
出
の
差
止
め
に
係
る
制
度
の
創
設
、
登

録
品
種
の
名
称
に
係
る
推
定
規
定
の
創
設
、
損
害
額
の
算
定
に
お
い
て
育
成
者
権
者
の
利
用
能
力
を
超
え
る
一
定
の
数
量
を
加

算
で
き
る
よ
う
な
損
害
額
の
推
定
規
定
の
見
直
し
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理

由
で
あ
る
。 

 




